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電子基準点からの補正情報を利用している事業者への 
周知について（協力依頼） 

  
 
平素は本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、国土地理院より注意喚起について協力依頼がありましたので、お知らせ

いたします。 
令和 7 年 4 月 1 日に国土地理院で管理する電子基準点、三角点、水準点等の

基準点の標高成果が、衛星測位を基盤とする最新の標高に改定されます。 
これに伴い、ICT 施工関連においても建機のローカライゼーション等において

影響があることが想定されております。 
本件につきましては、標高成果の改定前後で、電子基準点データを用いて得ら

れる高さ情報（ネットワーク型 RTK-GNSS、RTK-GNSS 等）にズレが生じる可

能性がある旨、国土地理院のＨＰ等で注意喚起されております。 
https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/hyoko2024rev.html#kanki 
つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮ですが、貴会会員企業の皆様にご周知

賜りますようお願い申し上げます。 
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